
函館市監査公表第１６号  

 函館市長から，包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が

あったので，当該通知（写）を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の３８第６項の規定により，別紙のとおり公表する。  

  令和７年８月１９日  

 

               函館市監査委員 小 野   浩   

               函館市監査委員 本 間 裕 邦   

               函館市監査委員 出 村 ゆかり   

               函館市監査委員 道 畑 克 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  函 教 セ     

                  令和７年(2025 年)７月２９日 

  

 函館市監査委員 様 

 

                                   函館市長 大 泉   潤 

                               

  令和６年度（２０２４年度）包括外部監査の結果に基づく 

措置の通知について 

令和７年（２０２５年）３月２７日に報告を受けた包括外部監査の結

果に基づき，または当該監査の結果を参考として講じた措置について，

地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により，別紙のとおり通知い

たします。 

 

 

 



別紙  

令和６年度（２０２４年度）包括外部監査の結果に基づく措置 

（特定の事件名 男女共同参画に関する事務の執行について） 

 

１ 指摘事項 

監査対象

部局等 
意見の概要 

報告書

ページ 
措置の内容 

 

教育委員

会学校教

育部函館

市南北海

道教育セ

ンター 

 

 

 教育研究機関等における女性職員配

置促進について 

 

女性職員の配置促進，女性教職員の

委嘱の拡大という事業の目的および内

容に即した選定や待遇改善を行うこと

を求める 

女性教職員の委嘱の拡大という目的

を果たすためには，男女研究員の構成

比をあらかじめ設定するなど，事業内

容に即した選定手続きを検討すべきで

ある。 

また，研究活動の重要性に鑑みれば

嘱託報酬も見直すべきである。 

 

１３３ 

 

女性教職員の委嘱の拡大という目的を果た

すため，研究員の女性の構成比率を附属機関

・その他の会議の設置等に関する取扱要領に

定める３５％以上（４名以上）を目指して，

選定手続きを進めることとした。 

また，研究員の嘱託報酬については，近年

の人件費の高騰を踏まえ，最低賃金の伸び等

を考慮した見直しは毎年行っているところで

はあるが，研究活動の重要性に見合った報酬

水準のあり方については，今後の検討課題と

してまいりたい。 

 


